
鹿屋市空き家等情報登録制度実施要綱の一部を改正する要綱 

鹿屋市空き家等情報登録制度実施要綱（平成27年鹿屋市告示第34号）の一部を次

のように改正する。 

別記第２号様式を次のように改める。 



第２号様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



（表面） 

鹿屋市空き家等バンク登録カード 

年  月  日 

登録申込者 氏名           

所 有 者 

住所  

受 

付 

印 
 

氏名 
 TEL 

（自宅） 
 

年齢 
 TEL 

（携帯） 
 

e-Mail  FAX  

管 理 者 

（上記と異な

る場合） 

住所  所有者との関係 

氏名 
 TEL 

（自宅） 

  

年齢 
 TEL 

（携帯） 

 

 
 

e-Mail  FAX  

市及び宅建業者からの連絡先 □所有者  □管理者 

空き家等の所在地 鹿屋市 

希 望 価 格 
賃貸 □月々       円 □希望なし 

売買 □         円 □希望なし 

空き家等の状況 

構造 
□木造 □鉄骨造 □鉄筋コンクリート造 □その他（    ） 

□平屋 □２階建 □３階建以上 

面積 
建築面積    ㎡ 

延床面積１階   ㎡(   坪)２階   ㎡(   坪） 

建築 

年次 

□大正  □昭和  □平成[  ]年 築  年 

空き家になった年次［  ］年頃 

現況 □即入居可  □改修が必要 □大規模改修が必要  

補修 □所有者負担 □入居者負担 □その他（   ） 

トイレ □和式 □洋式 □水洗  □簡易水洗 □汲み取り 

風呂 □ガス □灯油 □電気  □その他（     ） 

敷 地 等 の 状 況 

面積         ㎡（    坪） 

農地 □有（    ㎡    坪）□無 

家庭菜園 □可能（    ㎡    坪）□不可 

駐車場 □有（  台） □無 物置 □有  □無 

ラ イ フ ラ イ ン 

水道 □上水道 □その他（     ） 

下水道 □下水道 □浄化槽  □その他（     ） 

電気 □引き込み済み    □要引き込み工事 

ガス □プロパンガス    □その他（     ） 

ペット □可（               ） □不可 

特 記 事 項  

現地確認年月日 年 月 日 登録年月日 年 月 日 有効期日 年 月 日 

登録抹消年月日 年 月 日⇒□契約成立 □有効期日の到来 □その他（    ） 

生 活 環 境 

［参 考］ 

商店等[  ]㎞ 医療機関[  ]㎞ バス停[  ]㎞ 

小学校[  ]㎞ 中学校[  ]㎞ 市役所・総合支所[  ]㎞ 

担

当

者

印 

 

※１ 所有者が登記名義人と異なる場合や抵当権等が設定してある場合は、その旨特記事項に記
載してください。 

２ 空き家等バンク登録カードに記載されている個人情報については、本事業以外には利用い
たしません。 

物件登録番号 

第    号 



（裏面） 

 

空き家等間取り 

 

付近の見取図（地図） 

 

 


